
秀 明 大 学 学 則  
 

第 １ 章   総   則 

 

 

第 １ 節  目  的 

 

第 １ 条 本学は、教育基本法並びに学校教育法に基づくとともに、本学の建学の精神である

「常に真理を追究し、友情を培い、広く社会に貢献する人間形成を目的とする」を踏まえ、学

術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学術を教授研究し、知的、道徳的及

び応用的能力を展開させ新しい時代に即応して国際的な広い視野と深い識見を有し、強い実行

力を具えた人材を育成することを目的とする。 

 

 第 ２ 節  組  織 

 

第 ２ 条 本学に次の学部を置く。 

総合経営学部 

英語情報マネジメント学部 

学校教師学部 

観光ビジネス学部 

２ 前項の学部に置く学科･課程及びその学生定員は、次のとおりとする。 

     総 合 経 営 学 部  

企 業 経 営 学 科 入学定員  ９０人 収容定員   ３６０人 

     英語情報マネジメント学部 

英語情報マネジメント学科 入学定員  ７０人 収容定員   ２８０人 

     学 校 教 師 学 部 

       中等教育教員養成課程 入学定員 ２５０人 収容定員 １，０００人 

     観光ビジネス学部 

       観光ビジネス学科     入学定員  ７０人 収容定員   ２８０人 

 

第 ３ 条 本学に附属図書館を置く。 

 

第 ４ 条 本学に事務局を置く。 

 

第 ３ 節  職 員 組 織 

 

第 ５ 条 本学に次の職員を置く。 

  （１）行政職員 

   Ａ．学長、副学長、学部長 

   Ｂ．教務部長、学生部長、図書館長 

   Ｃ．事務局長 

  （２）教育職員 

     教授、准教授、講師、助教、助手 



  （３）事務職員 

  （４）技術職員 

 

第 ４ 節  商 議 会 

 

第 ６ 条 削除 

 

 

第 ５ 節  教 授 会 

 

第 ７ 条 学部の重要事項を審議するため、教授会を置く。 

２ 教授会は、専任の教授をもって組織する。ただし、学部長が必要あると認めた場合には准教

授、専任講師及び助教その他の職員を参加させることができる。 

３ 教授会は、次の事項を審議する。 

 

 （１）教育課程に関すること 

 （２）入学、退学、休学、復学、転学、留学、除籍及び賞罰等学生の身上に関すること 

 （３）学生の試験及び卒業に関すること 

 （４）学生の厚生補導に関すること 

 （５）教員人事に関すること 

 （６）学則その他学内諸規程に関すること 

 （７）自己点検・評価に関すること 

 （８）その他当該学部の運営に関する重要事項 

 

 

第 ６ 節  学年、学期及び休業日 

 

第 ８ 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第 ９ 条 学年を次の２学期に分ける 

 

      前学期 ４月１日から９月３０日まで 

      後学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

第 １０ 条 休業日は次のとおりとする。 

 

  （１）日曜日 

  （２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

  （３）本学の開学記念日 ６月１０日 

  （４）春期休業  ４月１日から４月９日、３月３日から３月３１日まで 

  （５）夏期休業  ８月１日から８月３１日まで 

  （６）冬期休業  １２月２６日から１月７日まで 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 



第 ２ 章   学 部 通 則 

 

第 １ 節  修業年限及び在学年限 

 

第 １１ 条 学部の修業年限は、４年とする。 

 

第 １２ 条 学生は、８年を超えて在学することができない。ただし、第１８条第１項の規定

により入学した学生は、同１８条第２項により定められた在学すべき年数の２倍に相当する年

数を超えて在学することができない。 

 

第 ２ 節  入  学 

 

第 １３ 条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし再入学及び転入学については、学期の

始めとすることができる。 

 

第 １４ 条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 

（１）高等学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれ

に相当する学校教育を修了した者を含む。） 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年１月制定）により文部科学大臣の行う高

等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（７）その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者 

 

第 １５ 条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類

を添えて願い出なければならない。 

 

第 １６ 条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

 

第 １７ 条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、

身元保証書その他所定の書類を提出するとともに、所定の入学金を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

 

第 １８ 条 次の各号の一に該当する者で本学への入学を志願する者があるときは、欠員のあ

る場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。 

（１）大学を卒業した者又は退学した者 

（２）短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養政所を卒業し

た者 



２ 前項の規定により、入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに

在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

 

第 ３ 節  教育課程及び履修方法等 

 

第 １９ 条 学部の授業科目の区分は、総合基礎科目、総合共通科目、専攻科目及び教職に関

する専門科目とする。 

 

第 ２０ 条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年

次に配当して編成するものとする。 

 

第 ２１ 条 卒業に必要な単位は次のとおりとする。 

総合経営学部           １２４単位 

英語情報マネジメント学部     １２４単位 

学校教師学部           １３１単位 

観光ビジネス学部         １２４単位 

２ 授業科目及びその単位数は別表１、別表２、別表３、別表４、別表５及び別表６のとおりと

する。 

３ 授業科目の履修方法については、学部規則の定めるところによる。 

 

第 ２２ 条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必

要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算する。 

（１）講義及び演習は、毎週１時間ないし２時間１５週の授業をもって１単位とする。 

（２）実習及び実技等は３０時間ないし４５時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目については、これらの学修の成果を評価し

て単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して単位数

を定めることができる。 

 

第 ２３ 条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原

則とする。 

 

第 ２４ 条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

 

第 ２５ 条 授業科目の試験の成績は、Ｓ．Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄの４段階をもって表示し、Ｓ．Ａ．

Ｂ．Ｃを合格とする。 

 

第 ２６ 条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学で履修した授業科目に

ついて修得した単位を、６０単位を限度として、別に定めるところにより、卒業の要件となる

単位として認めることができる。 

２ 前項の規定は、第３４条の規定により学生が留学する場合に準用する。 

 

第 ２７ 条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科にお

ける学修、その他文部科学大臣が定める学修を、別に定めるところにより、本学における授業

科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 



２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において修得し

たものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

第 ２８ 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国

の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（大学設置基

準第３１条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。）を別に定めるところにより、

本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を

本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等

の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、２６条及び２７条の単位数

と合わせて６０単位を超えないものとする。 

 

第 ２９ 条 教員の免許伏授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和２

４年法律第１４７号）及び同施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を

修得しなければならない。 

２ 前項の規定により、所要の単位を取得した者が取得できる教員の免許状の種類は、次のとお

りとする。 

区    分 教員免許伏の種類（免許教科） 

中学校教諭一種免許状（社会） 
総合経営学部 

企業経営学科 

医療経営学科 

生活経営学科 高等学校教諭一種免許状（公民） 

中学校教諭一種免許状（英語） 

高等学校教諭一種免許状（英語） 
英語情報マネジメント学部 

英語情報マネジメント学科 
高等学校教諭一種免許状（情報） 

小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

中学校教諭一種免許状（国語） 国語専修コース 

高等学校教諭一種免許状（国語） 

小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

中学校教諭一種免許状（社会） 

高等学校教諭一種免許状（地理歴史） 
社会専修コース 

高等学校教諭一種免許状（公民） 

小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

中学校教諭一種免許状（数学） 数学専修コース 

高等学校教諭一種免許状（数学） 

小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

中学校教諭一種免許状（理科） 理科専修コース 

高等学校教諭一種免許状（理科） 

小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

中学校教諭一種免許状（英語） 

学校教師学部 

中等教育  

教員養成課程 

英語専修コース 

高等学校教諭一種免許状（英語） 

３ 授業科目の履修方法については、履修の手引の定めるところによる。 

 

 

 



第 ４ 節  休学、転学、留学及び退学 

 

第 ３０ 条 疾病その他やむを得ない理由により２ヵ月以上修学することができない者は、学

長の許可を得て休学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずること

ができる。 

 

第 ３１ 条 休学期間は、一年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、一年を限度と

して休学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第１２条の在学期間には算入しない。 

第 ３２ 条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができ

る。 

 

第 ３３ 条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 本学に入学した者で転部を希望する者は、学年度の初めに限り、特別の選考によって、これ

を許可することができる。 

 

第 ３４ 条 外国の大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留学することがで

きる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第３７条に定める在学期間に含めることができる。 

第 ３５ 条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 

第 ３６ 条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 

  （１）授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

  （２）第１２条に定める在学年限を超えた者 

  （３）第３１条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

  （４）長期間にわたり行方不明の者 

 

第 ５ 節  卒業及び学士号 

 

第 ３７ 条 本学に４年（第１８条第１項により入学した者については、同条第２項により定

められた在学すべき年数）以上在学し、第２８条及び第２８条の２に定める単位数を修得した

者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

 

第 ３８ 条 卒業を認定された者には、卒業証書並びに次の学位を授与する。 

 

       総 合 経 営 学 部 企業経営学科       学士（経営学） 

                    生活経営学科       学士（経営学） 

                    医療経営学科       学士（経営学） 

       英語情報マネジメント学部 英語情報マネジメント学科 学士（経営学） 

       学 校 教 師 学 部 中等教育教員養成課程   学士（教育学） 

       観 光 ビ ジ ネ ス 学 部 観光ビジネス学科     学士（経営学） 

 



第 ６ 節  賞  罰 

 

第 ３９ 条 学生として表彰に価する行為があった者は、教授会の議を経て、学長が表彰する

ことができる。 

第 ４０ 条 本学の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の

議を経て、学長が懲戒する。 

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

  （１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

  （２）学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

  （３）正当な理由がなくて出席常でない者 

  （４）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

 

第 ７ 節 研究生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生 

 

第 ４１ 条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、

学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると

認められた者とする。 

３ 研究期間は、１年間とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することが

できる。 

 

第 ４２ 条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは学部の

教育に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生は、学期毎に許可する。 

 

第 ４３ 条 他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があると

きは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。 

 

第 ４４ 条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願す

る者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 前項の外国人留学生に対しては、第２１条に掲げるもののほか、日本語科目及び日本事情に

関する科目を置くことができる。 

 

第 ４５ 条 研究生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生に関する規則は、別に定める。 

 

 

 第 ８ 節  検定料、入学金及び授業料 

 

第 ４６ 条 入学検定料、入学金、授業料及びその他納付金（以下『授業料等』という）は、

別表７のとおりとする。 

 

第 ４７ 条 授業料等は、物価スライド制とし、毎年変更するものとする。 

 

第 ４８ 条 授業料等は、所定の期日までに納付しなければならない。 



第 ４９ 条 学年の中途において、復学又は入学した者は、復学又は入学した月から当該学年

末までの授業料等を、復学又は入学した月に納付しなければならない。 

 

第 ５０ 条 学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの月までの授業料等を納付

するものとする。 

 

第 ５１ 条 学年の中途で退学又は除籍された者の当該学年分の授業料等は徴収する。 

 

第 ５２ 条 休学を許可又は命ぜられた者については、休学した月の翌月から復学した月の前

月までの授業料等を免除する。 

 

第 ５３ 条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合又はそ

の他やむを得ない事情があると認められる場合は、授業料等の全部若しくは一部を免除し、又

は徴収を猶予することがある。 

 

第 ５４ 条 研究生、聴講生及び特別聴講学生の入学検定料及び授業料等については別に定め

る。 

 

第 ５５ 条 納付した入学検定料、入学金、授業料等は、返付しない。 

 

 

第 ９ 節  公 開 講 座 

 

第 ５６ 条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設すること

ができる。 

 

 

 

第 ３ 章  学 則 の 改 廃 

 

第 ５７ 条 この学則の改廃は、学長が発議し、教授会の議を経て、理事会の承認を得てこれ

を行う。 

 

附 則 

この学則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成元年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成３年４月１日から施行する。 



２ 第２条第２項の規程にかかわらず、平成３年度より平成１１年度までの期間については、各

年度、政治経済学部政治経済学科の入学定員を３００人とする。 

 

附 則 

この学則は、平成３年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成４年１月２９日から施行する。 

ただし、第１２条の２の規定及び第２８条の規定する単位数は平成４年度入学生から適用する。 

 

附 則 

この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

ただし、第２８条の規定する単位数及び別表１による教育課程は、平成９年度入学生から適用す

る。 

 

附 則 

この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定にかかわらず、平成１０年度より平成１１年度までの期間については、

各年度、政治経済学部政治経済学科の入学定員を２３０人とする。 

 

附 則 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定にかかわらず、平成１２年度より平成１６年度までの期間については、

各年度、各年度政治経済学部政治経済学科の入学定員を２３０人とする。 

 

附 則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項及び附則第２項（平成１２年４月１日施行）の規定にかかわらず、政治経済学

部政治経済学科の入学定員は、平成１３年４月１日から零として、学生募集を停止し、     

収容定員「５４０人」とあるのは、平成１４年度については「３６０人」、平成１５年度につい

ては「１８０人」、平成１６年度については零と読み替えるものとする。 

３ 平成１３年４月１日に政治経済学部に在学する者が、当該学部に在学しなくなる日までの間、

政治経済学部は存在するものとする。 



附 則 

この学則は、平成１４年４月８日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定に関わらず、総合経営学部生活経営学科の入学定員は、平成１８年４月

１日から零として、学生募集を停止し、収容定員「２４０人」とあるのは、平成１９年度につい

ては「１６０人」、平成２０年度については「８０人」、平成２１年度については「０人」と読み

替えるものとする。 

３ 平成１８年４月１日に総合経営学部生活経営学科に在学する者が、当該学科に在学しなくな

る日までの間、総合経営学部生活経営学科は存在するものとする。 

４ 第２条第２項の規定に関わらず、英語情報マネジメント学部英語情報マネジメント学科の収

容定員「３２０人」とあるのは、平成１８年度については「８０人」、平成１９年度については

「１６０人」、平成２０年度については「２４０人」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定に関わらず、総合経営学部医療経営学科の入学定員は平成２０年４月 

１日から零として学生募集を停止し、その収容定員は、平成２０年度は「１５０人」、平成２１

年度は「１００人」、平成２２年度は「５０人」、平成２３年度は「０人」とする。 

３ 第２条第２項の規定ならびに前項の規定に関わらず、総合経営学部 医療経営学科は、当該

学科の在学生がいなくなる日までの間、存在するものとする。 

４ 第２条第２項の規定に関わらず、総合経営学部企業経営学科の収容 定員「４８０人」とあ

るのは、平成２０年度は「４２０人」、平成２１年度は「４４０人」、平成２２年度は「４６０人」

と読み替えるものとする。 

５ 第２条第２項の規定に関わらず、英語情報マネジメント学部英語情報マネジメント学科の 

収容定員「４４０人」とあるのは、平成２０年度は「３５０人」、平成２１年度は「３８０人」、

平成２２年度は「４１０人」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 



別表７       学 生 納 付 金 等 

 

学生納付金等の額は、次のとおりとする。 

＜総合経営学部、英語情報マネジメント学部、学校教師学部、観光ビジネス学部共通＞ 

区   分 金   額 備   考 

入学検定料 

入 学 金 

授 業 料 

施設設備費 

     ３０，０００円 

    ３００，０００円 

年額 ６９７，０００円 

年額 ２７１，０００円 

学則第４６条による 

学則第４６条による 

学則第４６条による 

学則第４６条による 

※ 授業料、施設設備費は毎年度、物価上昇率に応じて改定する。 


